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１．文献調査とは？

２．「文献調査段階の評価の考え方」の内容と問題点

３．「声明」呼びかけ人の問題提起

４．文献調査報告書の中身
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※発表者の高野は地震や火山、地質の専門家ではありません。専門家の意見をかみ砕いて説明します。
技術的に高度な質問に答えられない可能性があるので、その場合は後日専門家に聞いて回答します。



１．文献調査とは？



前提から誤った高レベル核廃棄物処分政策
〇使用済み核燃料の全量再処理
－六ヶ所再処理工場は27回の延期、稼働見通し立たず。もんじゅ廃炉。プルサーマルは

かろうじて進むが使用済みMOX燃料処理できず。核燃料サイクル破綻。

〇地層処分
－世界的に採用されてはいるが、4つのプレートがぶつかり合う日本で可能か

〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（最終処分法）の目的
－「発電に関する原子力の適正な利用に資するため」つまり原発の安定的・継続的稼働

のための処分場探し。核ごみの総量を規制する議論不可能。

〇金銭的便益供与による選定作業
－文献調査で交付金20億円。財政が苦しい小さな自治体を金で釣る。地域の分断誘発。

今回は地層処分の問題の中の文献調査を扱います。
より大きな構造的問題を抱えていることに留意してください。

文献調査の問題は一部に過ぎず、それが改善されても、構造的問題は残ります。



核のごみとは

経済産業省（2016）

－原発の運転により使用済み核燃料が発生。原発建屋の貯蔵プールに保管。
－使用済み核燃料が核のごみではない（他ではこれが核のごみの国も多い）
－日本は使用済み核燃料を再処理し、ウランやプルトニウムを燃料として再利用（MOX

燃料）しつつ、その過程で発生する高レベル放射性廃液をガラス固化した上で処分
－ガラス固化された物体が「ガラス固化体」。これが高レベル放射性廃棄物、通称

核のごみと呼ばれる。現在約2500本ある。
－再処理の過程で生じる低レベルのTRU廃棄物も同時に処分（管理が厄介な核種も含）
－すべての使用済み核燃料を再処理する計画 。全量再処理と呼ばれる。
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地層処分とは

－地下300~500ｍに処分
－人工バリアと天然バリアの多重バリア
－1999年の技術報告書で地層処分の技術基盤が整備。

2000年制定の最終処分法で規定。
－ガラス固化体の放射能は 1000 年後に約 1/3000 、

1 万年後に約 1/10000 となるが、半減期が長い
核種もあるため、ウラン鉱石レベルに低下する
には10万年の隔離必要

－2001年から北海道の幌延深地層研究センターで研究
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電気事業連合会（2015）

写真：幌延深地層研究センターHP



科学的特性マップ

－2017年に公表
－地層処分に関する地域の科学的特性を

4つに色分け
－科学的特性マップに示された特性が

確定的ではなく、含まれていない要素も
あることを考慮しつつ、概要調査地区を
選定できる見込みがない場合以外は
文献調査を開始

NUMO（2022）
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最終処分場の選定プロセス
〇３段階の処分地選定プロセス
－文献調査：過去の地震等の履歴、活断層・火山の位置などの文献を調査。2年程度。
－概要調査：空中や地表などでの物理探査、地表踏査やボーリング調査。4年程度。
－精密調査：地下施設を建設し、岩盤や地下水の特性に関する調査実施。14年程度。

〇事業者（調査実施者）
－原子力発電環境整備機構（NUMO）：資金や人材はほぼ電力会社から
→経産省が選定プロセスを監督するが、規制は十分機能せず
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文献調査報告書の完成と概要調査まで
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－2020年11月に北海道寿都町と神恵内村で文献調査開始
－2024年11月22日に文献調査報告書の完成及び公告

→以降のプロセスは最終処分法の施行規則で規定
－住民への縦覧と北海道各地での説明会開催：2月19日終了
－市民の意見提出：縦覧終了から2週間まで。3月5日〆切。

NUMO（2024）を一部修正
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文献調査とは
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－報告書に引用した文献数は、寿都町では延べ994、神恵内村では延べ840
－評価項目：最終処分法の要件（規制委の考慮事項含）＆技術的観点＆経済社会的観点

→最終処分法の要件＆技術的観点：地層処分技術ワーキンググループ（WG）で審議
→経済社会的観点：特定放射性廃棄物小委員会で審議

経産省（2023）を一部修正



文献調査とは
－1～5が最終処分法、6が規制委の考慮事項
－7と8が「文献調査段階の評価の考え方」で追加（7は科学的特性マップに類似項目）

NUMO（2024）



特定放射性廃棄物小委員会と地層処分技術WG
〇特定放射性廃棄物小委員会
－経産省傘下の高レベル核廃棄物政策を審議する諮問機関
－委員構成：社会科学・自然科学の各専門家12名。経産省が委嘱。地層処分推進が多数。

〇地層処分技術WG
－特定放射性廃棄物小委員会委員の下部にあるWG
－委員構成：地層処分に係る自然科学・工学系の各専門家13名。

関連学会から推薦だが
日本での地層処分肯定が
多数。

政府やNUMOと対立してでも
安全側に立った意見を述べる

委員は少数



文献調査の審議過程
－2020年11月に北海道寿都町と神恵内村で文献調査開始
－22年11月から技術WGで文献の評価基準について議論

→23年11月2日経産省が「文献調査段階の評価の考え方」策定。
→23年10月30日に地学研究者ら300人余りが声明「世界最大級の変動帯の日本に、

地層処分の適地はない」発表
－24年1月1日、能登半島地震が発生
－24年2月、文献調査報告書の原案が公開
－3月、声明「日本で地層処分はできない」に

ついて地層処分技術WGで議論。
→3名の声明呼びかけ人がWGに参加し議論。

－8月1日、文献調査原案の議論終了
－10月16日、岡村聡氏が磯谷溶岩の年代測定の

調査結果を発表
－11月22日、文献調査報告書が完成
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２．「文献調査段階の評価の考え方」の
内容と問題点



文献調査段階の評価の考え方
－最終処分法での概要調査地区の選定基準変更

・最終処分法：「地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと」
「将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが

少ないことが見込まれること」
・評価の考え方：「記録がある」や「おそれが多い」ことが明らかなこと、

可能性が高いこと
→「記録がない」、「おそれが少ない」ことを確認することは難しいという理由。

何を根拠に「明らか」「可能性が高い」といえるのかについて明確ではない。
→恣意的解釈が可能に。「概要調査で詳しく調査」の論理。安全側に立たなくても

よい。

15経産省（2023）



文献調査段階の評価の考え方
１．断層等の基準
（ア） 後期更新世以降（約 12～13万年前以降）の活動が否定できない震源として

考慮する活断層の断層面 
（イ） 後期更新世以降の活動が否定できない断層等のうち地震活動に伴って永久変位が

生じる断層の断層面及び変位を及ぼす地すべり面 
（ウ） 上記（ア）または（イ）以外の、地表における延長がおおむね10 km以上の

断層の断層面 
（エ） 上記（ア）～（ウ）の断層コアの部分 

経産省（2023）



文献調査段階の評価の考え方
２．噴火(マグマの貫入と噴出)の基準
（ア）マグマの貫入等による人工バリアの破壊が生ずるような第四紀

（現在から約258万年前まで）における火山活動に係る火道、岩脈、カルデラ等の
履歴が存在する。 

（イ）第四紀に活動した火山の活動中心からおおむね15キロメートル以内。 
（ウ）第四紀に活動した火山が存在しない場所であっても、新たな火山が生じる。

３．侵食の基準
（ア）過去 10万年程度における最大侵食量が最終処分を行おうとする地層の深度を

超えている。 
（イ）侵食による深度の減少を考慮すると、10万年後程度において、最終処分を

行おうとする地層について、70 mより更に深い深度を確保できない。 



文献調査段階の評価の考え方

４．第四紀の未固結堆積物の基準
（ア）第四紀（約258万年前以降）の地層であり 

かつ、 
（イ）未固結ないし固結度の低い砂質土や礫質土ならびに火山灰、火山礫、軽石等から

なる火山噴出物等。 

５．鉱物資源の基準
（ア） 現在稼働中または近年稼働していた、鉱山の鉱床等（炭田、油田、ガス田含む）。 

または、 
（イ） 経済的、技術的に採掘できる可採埋蔵量等の鉱量等（炭量等を含む）が、同様の

鉱種の現在稼働中または近年稼働していた鉱山の鉱床等（炭田、油田、ガス田含む）
と同等である鉱床等。



文献調査段階の評価の考え方

６．地熱資源の基準
（ア） 地温勾配（地下増温率）が100℃/キロメートルを大きく超える記録が確認

されている。 
または、 

（イ） 周辺数キロメートルまでの範囲において発電の用に供する生産井が
設置されている。



文献調査段階の評価の考え方
７．技術的観点からの評価
－放射性物質の閉じ込め機能：地形から推定される比較的大きい動水勾配 
－建設可能性の観点：坑内作業環境の維持対策における深い場所での高い地温 
－地質調査における地質環境特性データ取得の観点 ：各岩相の分布と特性の把握

８．経済社会的観点からの評価
① 文献調査段階では、処分場建設の観点で法規制上、土地利用が「原則許可されない

地域」の有無を確認する。あわせて、土地利用制限がある場合の許認可手続き等と
配慮すべき点を整理する。 

② そのうえで「原則許可されない地域」がある場合には、概要調査地区等の選定の
際の検討事項に加える。 

③ 現地調査に進む場合は、土地利用制限の状況に応じて、法規制等に対応する。
→小委員会で高野が対話の場における住民とのコミュニケーション、地域分断の検証

などを「社会的観点」に含めろと提案するも「土地利用の制限の有無」に矮小化。
政府やNUMOは文献調査を「対話活動の一環」と位置づけているにもかかわらず。



３．「声明」呼びかけ人の問題提起



声明と能登半島地震

〇声明「日本に地層処分の適地はない」（2023年10月30日）
・活断層が確認されていないところでも、しばしば大きな地震が発生している
・一般的には地下水の流れは遅いが、周辺の地質条件の変化でいかようにも

流動・流速に変化が生じる
・人工バリアの安全性は実験段階。日本の地質条件で安全に機能し続けることは誰も

保証できない。
・人工バリアに亀裂が発生し、周囲の岩盤の割れ目や断層に沿って地下水とともに

放射性物質が漏出する。

〇能登半島地震と地層処分
－深部地下水の上昇により複数の断層が破壊、

連動して大地震を引き起こしたと推測。
－声明文「日本列島において、今後 10 万

年間にわたる地殻の変動による岩盤の
脆弱性や深部地下水の状況を予測し、
地震の影響を受けない安定した場所を
具体的に選定することは、現状では不可能」

図：東京新聞



地層処分技術WGでの「声明」の審議
－24年2月の第1回技術WGで文献調査報告書(案)が提示

→小委員会委員の高野が声明呼びかけ人3人と「地層処分技術WGへの提言」を発表。
能登半島地震などの最新知見を反映した議論要求。

－声明の審議決定。3月29日第2回WGで呼びかけ人3人が出席し発表（岡村氏）。
→経産省やNUMOの反論に多くの時間を費やし委員からのコメントは2分ずつなど

議事運営に問題。
－第3回～5回は意見書のやり取りのみ。呼びかけ人の個別具体的な問題提起を十分

議論できず審議終了。



－声明・提言・WGでの資料・補足意見書の主張内容は小委HPに資料として掲載
－一連の議論をまとめた審議報告を作成。意見提出の参考にできる。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/pdf/004_03_00.pdf

－当室ウェビナーも参照を：https://www.youtube.com/watch?v=_9EhaxKlZYA

いずれも経産省（2024）

地層処分技術WGでの「声明」の審議

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/pdf/004_03_00.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_9EhaxKlZYA


〇白炭断層（地震の連動性）
－活断層は連動可能性を前提として評価すべき。
－政府の地震調査研究推進本部が2005年に公表した寿都南部にある黒松内低地断層帯の

長期評価では活断層の連動を一定程度評価している。
－報告書では白炭断層だけが個別断層として取り上げられており欠陥。
→NUMO：地震の観点ではなく、ずれによる人工バリア損傷防止の観点から、個別の

断層それぞれの断層面および断層コアを避ける。

「声明」呼びかけ人の問題提起

経産省（2024）



「声明」呼びかけ人の問題提起
〇積丹半島西方断層（変動地形学の軽視）
－海底の地形から断層の存在を調査する変動地形学の方が、音波を出し、波形を見て、

地下の状態を調べる音波探査よりも精度が高い。
－音波探査に偏ったデータをもとに神恵内村の沖合に存在する積丹半島沖の活断層の

存在を否定することはおかしい。
－規制委も原発の安全性に関して地球物理学的調査と変動地形学的調査を独立に

評価すべきと言っている。
→NUMO：地球物理学的調査と

変動地形学的調査、地質調査を
総合的に評価

小野、岡村（2024）



「声明」呼びかけ人の問題提起
〇寿都の低周波地震（深部流体起源の地震及び地震の連動）
－能登半島地震では、地下の深部流体が群発地震の発生に関与し、大地震につながった。
－寿都湾内陸部の地下30kmで低周波地震が確認されているが、低周波地震の発生は

深部流体が関与していると指摘されている。
－黒松内低地断層帯との連動も起こりうる。候補地から除外すべき。
－報告書では新たな火山の可能性に限定した一面的な評価
→NUMO：低周波地震や深部流体の有無にかかわらず、断層のずれによる人工バリア

損傷防止の観点から、断層面や断層コアを避ける。

経産省（2024）



「声明」呼びかけ人の問題提起
〇水冷破砕岩（寿都町・神恵内村の脆弱な岩盤特性）
－寿都町や神恵内村の多くの地域では、熱い溶岩が水中で急速に冷却されて生成された

水冷破砕岩(ハイアロクラスタイト)。
－水冷破砕岩は不均質で脆弱な岩盤なため地層処分に不適。候補地から除外すべき。
→NUMO：地下300m以深の透水性や強度の値は得られていない。

経産省（2024）



「声明」呼びかけ人の問題提起
〇磯谷溶岩（第四紀火山）
－24年10月16日に岡村聡氏が日本火山学会で寿都町東部にある磯谷溶岩の年代測定の

調査結果を発表
－磯谷溶岩の活動年代は約210万年前から約330万年前。約258万年前以降に活動した

第四紀火山の可能性。
－第四紀火山の活動中心から15㎞圏内を処分場建設から避ける。磯谷溶岩が第四紀火山

ならば寿都町のほとんどがその圏内に該当。
→NUMO：口頭発表であり、学術論文に

なったら内容確認。火山の中心やマグマの
通り道も特定できず。

北海道新聞（2024）



４．文献調査報告書の中身



文献調査報告書の内容
〇寿都町
－概要調査候補地区：寿都町全域およびその沿岸海底下（海岸線から 15 km程度以内の

大陸棚の範囲）全域（科学的特性マップでオレンジの地域も含む）
－留意事項：白炭断層、低周波地震の分布箇所、磯谷溶岩、水冷破砕岩など

NUMO（2024）



〇神恵内村
－概要調査候補地区：積丹岳から15 km以内の範囲を除いた範囲（境界は明確ではない）
－留意事項：水冷破砕岩は入ったが、積丹半島西方断層は入らず

文献調査報告書の内容

NUMO（2024）



〇「はじめに」の記述
－広域的な現象である活断層や火山などの影響については基本的に概要調査段階で

把握し、概要調査の次の精密調査対象範囲から除外する。
→概要調査に進むためのアリバイでは？
→候補地の絞り込みができないのでは文献調査の実施する意義は？
→住民に地層処分事業の一方的説明や懐柔をする期間に文献調査を活用したいのでは？

－地層処分事業やその安全性への懸念・理解や将来の町の在り姿などについて
地域の方々の間で多様な対話が重ねられており…
→対話の場を肯定的に評価
→寿都では偏ったメンバー構成、地層処分批判派の意見聞く要望無視
→核のごみに関する対話を考える市民プロジェクトの「対話の場への見解」

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/pdf/005_s05_00.pdf

文献調査報告書の内容

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/pdf/005_s05_00.pdf


５．意見を書いて提出しよう



意見提出のやり方
－3月5日まで意見提出可能
－NUMOのHPで応募方法確認。関連資料ダウンロード可能。

https://www.numo.or.jp/chisoushobun/survey_status/#inspection

－意見提出方法：オンラインまたは意見書用紙に記入し郵送
・オンライン：https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lhsa - lirjtd - f62ccadb3a5ee616aeeb053d4aecd274

・意見書用紙：https://www.numo.or.jp/chisoushobun/survey_status/pdf/iken.pdf

－当室HPにも参考資料含めたリンクあり。
https://cnic.jp/59734

－意見の対象：地震・活断層、噴火、隆起・侵食、第四紀の
未固結堆積物、鉱物資源・地熱資源、技術的観点からの
検討のうち「地形、地質・地質構造」「地質環境特性」、
経済社会的観点、その他

－意見の対象に「その他」もあるので、そこで最終処分政策
について、自分の言いたい意見をぶつけてもいいかも。

－「泊原発を再稼働させない・核ゴミを持ち込ませない北海道
連絡会」の質問集もご活用を！
https://tomari -no-doren.jimdofree.com/20250112shitsumonshu/

https://www.numo.or.jp/chisoushobun/survey_status/#inspection
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lhsa-lirjtd-f62ccadb3a5ee616aeeb053d4aecd274
https://www.numo.or.jp/chisoushobun/survey_status/pdf/iken.pdf
https://cnic.jp/59734
https://tomari-no-doren.jimdofree.com/20250112shitsumonshu/


意見提出の意義
－NUMOの「意見の概要及び見解の作成」でどのように市民の意見を反映するのか不明

→少なくとも市民の意見は北海道の鈴木直道知事の目には触れる
→鈴木知事は「現時点では概要調査に反対」。多数の反対意見で後押しを！

－皆さんの意見を高野も読み、今後の委員活動に活かします！
－反対の声が上げづらい寿都や神恵内への連帯、北海道民の頑張りへの応答のためにも

ぜひ意見提出を。だまっていたら過疎地に核のごみを押し付ける国とNUMOの
思惑通り？

NUMO（2024）を一部修正



意見提出の例①
文献調査の評価の考え方

最終処分法の概要調査地区の選定基準を「評価の考え方」
で変更したが、実質的に基準が甘くなった。法では「地震等
の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと」「将
来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が
生ずるおそれが少ないことが見込まれること」としていた。

一方「評価の考え方」では「記録がある」や「おそれが
多い」ことが明らかなこと、可能性が高いこととした。

しかし何をもって「明らか」「可能性が高い」といえるの
か明らかでない。安全側に立たずに、恣意的解釈が可能に
なってしまった。NUMOは安全側に立った文献調査の評価が
できるよう、国や審議会に対し、評価方法の見直しを検討
するよう要求すべき。



意見提出の例②：概要調査ありき

報告書の「はじめに」には「広域的な現象である活断層や
火山などの影響については基本的に概要調査段階で把握し、
概要調査の次の精密調査対象範囲から除外する」とある。
これでは文献調査は概要調査に進むためのアリバイ作りに
なってしまう。候補地の絞り込みができないのでは文献調査
を実施する意義は乏しい。なぜ実施の意義が見いだせない
調査にお金を使い、さらに交付金まで与えるのか理解に
苦しむ。



意見提出の例③：白炭断層

活断層は連動可能性を前提として評価すべきだ。
したがって寿都南部にある白炭断層だけを個別断層として
評価するのはおかしい。黒松内低地断層帯との連動を考慮して
評価すべきだ。

NUMOは「ずれによる人工バリア損傷防止の観点から、
個別の断層それぞれの断層面および断層コアを避ける」と
説明している。しかし個別断層がどの程度連動するかは
発生する地震動や断層運動の規模によって様々であり、
たとえ概要調査によって地下情報が得られたとしても、
今後発生する地震の連動性の有無や規模は評価できない。

断層帯全体が連動する可能性があることを前提に、活断層
の評価の仕方を見直すべきだ。



意見提出の例④：積丹半島西方断層

海底の地形から断層の存在を調査する変動地形学の方が、
音波を出し、波形を見て、地下の状態を調べる音波探査より
も精度が高い。原子力規制委員会も原発の安全性評価において
地球物理学的調査と変動地形学的調査を独立に評価すべきと
言っている。

それにもかかわらず、報告書では音波探査に偏ったデータ
をもとに、神恵内村の沖合に存在する積丹半島沖の活断層の
存在をきちんと評価しなかった。

NUMOは「地球物理学的調査と変動地形学的調査、地質
調査を総合的に評価した」と弁明しているが、変動地形学
による調査結果を独立して評価すれば概要調査候補から
外すべきであることは明らかだ。



意見提出の例⑤
寿都町の低周波地震

能登半島地震では、地下の深部流体が群発地震の発生に
関与し、大地震につながったと推測されている。寿都湾
内陸部の地下30kmで低周波地震が確認されているが、低周波
地震の発生は深部流体が関与していると指摘されている。

深部流体起源の地震の発生可能性を考慮し、黒松内低地
断層帯との連動も勘案すれば、このような地域は概要調査の
候補地から除外すべき。報告書は新たな火山の可能性に
限定した一面的な評価と言わざるを得ない。

安全側に立って、新知見を積極的に取り入れる姿勢を示す
ために、深部流体を起源とする地震と断層運動との関連性を
評価基準に含めるべきだ。NUMOから政府や審議会に
それを要求すべきだ。



意見提出の例⑥：水冷破砕岩

寿都町や神恵内村の多くの地域では、熱い溶岩が水中で
急速に冷却されて生成された水冷破砕岩(ハイアロクラス
タイト)の存在が確認されている。水冷破砕岩は不均質で
脆弱な岩盤なため地層処分に不適だ。

NUMOは「地下300m以深の透水性や強度の値は得られて
いない」と弁明している。しかし仮に300ｍ以深の岩盤の
強度や透水性の値が得られたとしても、具体的な評価基準が
できていないため、処分場としての適否を厳正に判断できない
のではないか。非常に不均質な岩相を示し、局所的であっても
強度が低く高透水性の岩盤は、断層活動や地震動により
容易に地下水の水みちの役割を果たす可能性がある。それを
考慮すれば、寿都町や神恵内村で水冷破砕岩が確認される
地域は概要調査候補地から除外すべきだ。



意見提出の例⑦：磯谷溶岩

2024年10月16日に岡村聡氏が日本火山学会で寿都町東部に
ある磯谷溶岩の年代測定の調査結果を発表した。それに
よると磯谷溶岩の活動年代は約210万年前から約330万年前だ。
約258万年前以降に活動した第四紀火山の可能性がある。

第四紀火山の活動中心から15㎞圏内を候補地から除外
しないといけないため、磯谷溶岩が第四紀火山ならば寿都町
のほとんどがその圏内に該当する。

NUMOは口頭発表であり、学術論文になったら内容確認
すると弁明するが、新知見を積極的に反映させるため、
報告書の完成の前に、この岡村氏の研究結果を検討すべき
だった。概要調査で確認すればよいという姿勢ではなく、
調査の可逆性の原則に従い、文献調査実施中に再検討する
のが安全側に立った態度なのではないか。



意見提出の例⑧
経済社会的観点からの評価

文献調査における経済社会的観点からの評価は、概要調査
の際の土地利用の制限の有無の確認に限定されている。これ
では狭すぎる。

文献調査実施地域では対話の場が設置され、NUMOが住民と
コミュニケーションし、意見交換することになっている。この
運営が公正に運営されたかについて報告書でも評価すべきだ。

また寿都では地域の分断に苦しむ訴えが住民から出されて
いる。このようなコミュニティに影響を与える社会的要素も
経済社会的観点からの評価に含めるべきだ。

もしNUMOが法律や評価の考え方に規定されていないと弁解
するのであれば、今後の文献調査のために、国や審議会に
経済社会的観点からの評価のあり方を再検討するよう
要請すべきだ。



意見提出の例⑨：対話の場

寿都の報告書の「はじめに」では「地層処分事業やその
安全性への懸念・理解や将来の町の在り姿などについて、
地域の方々の間で多様な対話が重ねられており」と記述され
ている。

しかし寿都町の対話の場ではほとんどが調査賛成派の
偏ったメンバー構成、地層処分批判派の意見を聞く機会を
求めた住民の要望の無視など不公正な運営への不満が住民
から上がっている。基本方針に明記された「多様な関係住民
の参画」「専門家等からの多様な意見や情報の提供の確保」
にも違反している。

「地域の方々の間で多様な対話が重ねられており」という
表現は、住民の不信感を増幅させるだけの欺瞞に満ちた
表現だ。住民の信頼回復のために表現を修正し、不公正な
運営への謝罪を明記すべきだ。



1月23日に東京で開かれた対話型全国説明会で「ロシアの
分も含めて北方領土に最終処分場を造ることを条件に四島
返還してもらってはどうか」という一般市民の意見に対し
NUMOに理事は「一石三鳥四鳥」と相槌を打ったという。
北海道の領土である北方領土に最終処分場を作ってといいと
NUMOは考えているのか。

報告書の「はじめに」には北海道に核のごみの持ち込みは
受け入れがたいとする道条例が紹介されている。NUMOの
理事の発言は、いざとなればこの北海道の核抜き道条例を
尊重しない考えが透けて見える。

地方自治の精神をないがしろにし、無責任な発言を行う
NUMOに抗議するとともに、概要調査を行う事にも反対を
表明する。

意見提出の例⑩
北海道の核抜き道条例



意見提出の例⑪
調査のよりどころ 

報告書には調査のよりどころが書かれている。寿都町での
文献調査の開始は、2020年10月に片岡春雄町長が文献調査に
応募したことに端を発する。しかし2025年2月7日のNUMO
主催のシンポジウムで片岡町長は「手挙げ方式はやめた方が
いい」「今の方式を全国に広げるとなると、寿都と同じような
町民のわだかまりが広がるだけ」と述べた。

調査に応募した本人が、現在の調査開始プロセスの問題点を
指摘した意味は重い。交付金で誘導するような自治体手上げ
方式を見直し、地域の健全な合意形成を促し、地域の分断が
起こらないような調査開始プロセスにするよう抜本的な
再検討が必要だ。



意見提出の例⑫
NUMOの事業者としての適格性

この4年間の文献調査で、安全側に立った厳正な文献の
評価をせず、概要調査ありきのNUMOの姿勢が明確になった。
寿都の対話の場についての不公正な運営への反省や謝罪も
報告書にはない。住民との健全な信頼を築きながら、安全に
地層処分を運営する事業者としての適格性がNUMOにないと
判断する。概要調査に進むことに反対する。



ご清聴ありがとうございました！
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